
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
十
八
日
受
領 

 
 

 
 

 

答

弁

第

一

七

号 
   

衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
土
砂
投
棄
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
三
第
一
七
号 

昭
和
六
十
三
年
十
一
月
十
八
日 

衆

議

院

議

長 
原 
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三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 
 

下 
 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
新
村
勝
雄
君
提
出
土
砂
投
棄
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

土
砂
が
投
棄
さ
れ
た
場
所
は
、
東
京
湾
内
の
京
葉
シ
ー
バ
ー
ス
灯
、
盤
洲
沖
Ｃ
灯
浮
標
、
盤
洲
沖
Ａ
灯
浮 

標
、
東
燃
扇
島
シ
ー
バ
ー
ス
灯
及
び
京
葉
シ
ー
バ
ー
ス
灯
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
海
域
内
に
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
水
中
の
視
界
不
良
等
の
た
め
、
確
認
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

投
棄
さ
れ
た
土
砂
の
総
容
積
は
、
約
一
万
千
四
百
六
十
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

投
棄
さ
れ
た
土
砂
は
、
主
と
し
て
赤
土
及
び
粘
土
か
ら
成
つ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
れ
ん

が
等
の
廃
物
も
海
底
か
ら
引
き
揚
げ
ら
れ
て
い
る
。 



四
に
つ
い
て 

九
及
び
十
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

六
及
び
七
に
つ
い
て 

八
に
つ
い
て 

砂
利
採
取
運
搬
船
の
船
長
等
三
名
が
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
六
号
）
違
反
の
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
。 

土
砂
が
投
棄
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
む
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
等
の

被
害
が
発
生
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

原
状
回
復
に
つ
い
て
は
、
民
事
責
任
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

投
棄
さ
れ
た
土
砂
に
は
、
横
浜
市
内
に
お
い
て
採
取
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

漁
業
の
被
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
民
事
責
任
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え 

る
。 




